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期と離発着時が非常に危険ではないかと、そこ

のところについては、防災訓練だろうが何だろ

午後 3時再開

O議長（森田英二君） 休憩前に引き続き会議を

うが一緒ではないかという御指摘でありますけ ｜ 聞きます。

れども、例えば、今回は防災訓練であるという ｜ 議案に対する質疑並びに一般質問を続行いた

ことで、防衛省も密にいろいろと前後の動きに ｜ します。

ついて詳しく説明をしに来てくれていますし、 ｜ 9番依光晃一郎君。

まだ最終的な詳細について教えてもらっている I ( 9番依光晃一郎君登壇）

わけではありませんが、その中で、例えば、転 I09番（依光晃一郎君） お許しをいただきまし

換について、洋上で基本的には極力行うように ｜ たので、早速質問をさせていただきます。

しますということを行っていただ、いたりとして

いるところです。さらには、できる限り、密集

地は飛ばないようにしますと、そういう話もい

ただいている。さらに、最終的に、例えば着陸

する地につきましでも、少なくとも、今回の場

合は自衛隊関連施設で着陸を行うということで

ありますから、一定、いろんな問題に対応力の

あるところで、行っていただくということなので

はなし、かなと。

そういうことを一連、勘案しますと、今回、

防災訓練ということもあり、また、そういう安

全配慮について、我々の主張もあって、よく配

慮していただいているのではなし、かなと、そう

いうことをお話を申し上げているということで

す。

ただ、今までお話を伺ってきましたことが、

ちゃんと現実に具体化しないといけません。訓

練の詳細についてお伺いするのはこれからであ

りますから、昨日も我々のほうでしっかり、今

言われたことを現実のものとしていただく、そ

ういうことをお願し、すると、安全対策をお願い

すると、そういうことをお願いしてきたと、そ

ういうことです。

0副議長（黒岩正好君〉 暫時休憩いたします。

午後 2時34分休憩

高知県は、 6月4日に新しいコンセプトコピー

として「高知県は、ひとつの大家族やき。高知

家」を打ち出しました。発表と同時につくられ

た高知家ピンパッチですが、十分な量として発

注した2,000個だと思いますが、あっという聞に

なくなったとお聞きをいたしました。県庁の皆

様方でさえ予想ができないくらいの大反響と

なったのだと思います。

私自身も、すばらしいコピーだと思う一人で

すが、なぜこんなにも共感が広がったのか、私

なりに考えたことをお話しして、その後、質問

に移っていきたいと思います。

高知家のホームページを開くと、まず最初に、

本県出身の女優、広末涼子さんの「おかえり J

という音声。そして、画面には四万十川と沈下

橋、カツオにユズにお遍路さんという明るいトッ

プページが出てきます。

トップページは、ホームページの評価を決め

る重要な要素ですが、大反響のこの高知家のトッ

プページ、何がすぐれているのか。私は「おか

えり」という言葉こそが、共感の源になってい

るのではと思います。

「おかえり」という言葉は、あなたは私の家族

ですという意味と同時に、あなたはかけがえの

ない大切な人ですょとし、う承認の言葉でもあり、

人と人とのつながり、きずなの最上級の言葉と

して、ある意味現代に生きる人々が最も渇望す

る言葉のように思えます。
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大家族から核家族へという家族の解体、人と

人との関係性の希薄化、極端な例では、誰にも

知られることなく、ひっそりと息を引き取る孤

独死、そして自分を大切なものとして考えるこ

とのできない自尊感情の低下、引きこもりの問

題、さらに進むと、社会とのかかわりに対する

絶望からの自殺など、集団よりも自由がいいと

いう考え方が行き過ぎてしまったことの弊害を

感じます。

さて、なぜ大きな助け合いのシステムで、あっ

たはずの集団を解体し、個人へという流れが行

き過ぎてしまったのでしょうか。私なりに考え

てみますと、それは、この流れがマーケットの

拡大を生み出し、日本の高度成長を支えたとい

うことが理由ではないかと思います。

例えば、大家族であれば家は 1つで、済みます。

しかし、家族が親世帯、子世帯と 2つに分かれ

れば家が 1軒ずつ必要で、、需要が 2倍になりま

す。大きな助け合いのシステムで、例えば、田

んぼを地域の人たちで管理するというのではな

く、各農家それぞれが機械を持つことになれば

やはり需要がふえます。

集団から個へ。人に干渉されたくない、自分

で全てを決めたいという思いは、個人向けのマー

ケットを拡大して、経済成長と物であふれる豊

カミさをもたらしました。

しかし、ここ近年、経済的な豊かさの追求だ

けが幸せを得ることではないという考え方が広

がってきております。例えば、ブータン主国の

GN  H、国民総幸福量が刺激となった東京都荒

川区の荒川区民総幸福度一一GAHという取り

組み。経済学の世界では、ノーベル経済学賞受

賞者のスティグリッツが、「暮らしの質を測る一

経済成長率を超える幸福度指標の提案」という

本を出版。そして、高知県でも土佐経済同友会

が2011年12月に「日本一の幸福実感県・高知」

という提言を発表し、高知県民総幸福度に関す
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るアンケートを実施しました。直近の事例では、

先月 9月22日には、 RK C高知放送が60周年記

念シンポジウム「～幸福度No. 1へ！！高知

を世界ーの“幸せ”実感県に～Jというテレビ

番組を収録しました。

こういった経済成長への疑問から生まれた幸

福に関する調査研究、取り組みは、高知だけで

はなく世界の潮流と言えそうですし、東日本大

震災から生まれた人と人とのつながり、きずな、

家族というものを、もう一度再構築しなければ

ならないという思いと相まって、「高知家」とい

う言葉に別の意味づけ、新たな意味づけが生ま

れてきたことを感じます。

「高知家」コンセプトを県庁の皆さんが考えた

ときには、例えば、香川のうどん県PR戦術に

も負けない、ちょっと気のきいたフレーズがで

きたという認識であったかもしれません。確か

に他県との差別化が生まれ、県内観光や地産外

商にも大きな効果を与えると思います。

しかし、「高知家」ピンパッチが、わずか4カ

月足らずで3万個出たということを聞くにつけ、

この「高知家」という言葉の存在感は、高知県

民にとって、また、人と人とのつながりを求め

る現代日本人にとって、大きな期待を集める課

題解決の羅針盤となったことを思わせます。

「高知家」という言葉には、ゆがんだ経済成長

により失った大切なものを取り戻すためのシン

ボル的な言葉として、この高知に打ち立てられ

ました。

私は、高知県政において、この「高知家」を

課題解決の羅針盤として活用し、新しい理想を

持った人材を呼び込んで、これまでの経済成長

とは違う考え方でのライフスタイルを生み出し、

多くの県民、多くの高知県ファン、そして移住

者への期待に応えるべく県勢を発展させていっ

てほしいと思います。

前置きが長くなりました。ここから質問に入
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りたいと思います。

まず、最初に、「高知家」コンセプトの大きな

柱である、移住政策からお聞きをいたします。

高知県は、幸せ移住ノfッケージシステムを稼

働して、高知県内への移住を考えている人に、

仕事や趣味にかかわる土地を組み合わせて移住

先を探してもらう取り組みを始めました。この

仕組みは、非常に先進的で、期待しております。

これまでの行政の移住者支援は、市町村とい

う単位で、私の市町村に住んでみませんかとい

うアピールの仕方であったと思いますが、移住

者にとっては、市町村という単位には余りこだ

わりがなく、趣味や自分の生き方に合った暮ら

しができるかどうかが重要です。この検索シス

テムは、そういった移住者の希望に沿った施策

という意味で先進的です。

私の知る範囲で、移住を成功させた人を考え

ると、知人に高知に移住した憧れの生き方をし

ている人がいて、自分も高知に移住すると決意

します。そして、その知人の住んでいる集落で

空き家を探し、その後、周辺の集落を探すとい

うようにして住む場所を決めている方が多いよ

うに思います。

そこで、私は、これからの移住政策は、集落

という単位で政策を考えることが有効だと考え

ます。田舎暮らしを理想として移住を考えてい

る人は、移住候補集落から小中学校までどのく

らいの距離があるのか、病院やスーパーはどこ

が近し、かなどの情報を求めています。

さて、そもそも集落とはどういったものでしょ

うか。高知県の定義を知るために、平成8年度

まで発行されていた高知県の集落という冊子の

冒頭を引用いたします。そこには、「この資料で

いう『集落』とは、調査の性格上、昭和35年に

農業センサスの調査区をもとに、市町村の実情

に応じて、県で独自に整理したものを継承して

います」と書かれています。集落とは、農業を
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中心としたまとまりであることがわかります。

この区分は、平成23年度に行われた県内2,537

の詳細な集落調査でも受け継がれています。

ただ、平成23年度調査資料には、集落のそれ

ぞれの人口の記述がありませんし、昭和35年区

分の集落の数から、大きく集落の数が減ってお

ります。

私の住む香美市で言えば、旧土佐山田町は73、

香北町41、物部村40で、集落を区分しておりま

して、計154の集落が存在しました。しかし、平

成23年度資料では、旧土佐山田町、 4つ減って

69、香北町、 7つ減って34、物部村、 6つ減っ

て34となり、計137の集落と、全体で17減となっ

ております。

高知県は、昭和35年区分での集落の人口デー

タを平成8年版を最後に公表しておりませんが、

今こそ集落の盛衰のわかるこのデータを活用す

べきではなし、かと思います。

この昭和35年区分の集落は、行政上の区画の

移動や名称変更、また、団地の造成などで新た

な区分が生まれたりと、現在においては連続性

を持たせることは大変なことはわかっています。

しかし、受け継がれてきた地域の伝統や文化の

継承、そして「高知家」コンセプトに基づいた

コミュニティー維持という意味では、この区分

は非常に意義ある区分であると思います。

そこで、昭和35年区分の集落の人口調査を平

成 7年までの 8固と、平成22年までの 3回を合

わせてホームページ上に公表し、集落に関する

政策の基礎データを県民と共有していくお考え

はないか、総務部長にお聞きをいたします。

次に、集落ごとの人口をもとにした統計の活

用方法と、移住者の目標数値について質問いた

します。

ことし 3月議会の予算委員会でも紹介しまし

たが、徳島県神山町では、人口推計に基づいた

まちづくりを実践しております。教えていただ
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いた表現で、「創造的に過疎化させる」という言

葉がありました。創造は、っくり出す創造で、

過疎化は進んでいくが、こういう未来にしたい

というイメージに向けて、今を逆算して行動す

るという考え方です。

具体的には、町のゼ、ロ歳から14歳の年少人口

の数に着目して、2010年時点で433人の年少人口

を、25年後の2035年には300人で維持したいと目

標を定めました。この300人としづ数字の根拠は、

1学年20人は欲しいということで、 20人掛ける

15歳で300人と決めたそうです。

何も移住対策をしなければ、2035年は188人で、

1学年12.5人としづ年少人口推計に対して、毎

年どれくらいの移住者目標を立てれば300人にふ

やせるのか。結果、 2人の子供を育てている子

育て世代を毎年 5組呼び込めばよいという数字

が出てきたそうです。

ちなみに、神山町の現在の人口は、平成25年

9月現在で6,155人、 2,589世帯。過疎が進んだ

町ですが、数値目標の成果もあって、毎年5組

という目標を実現しているそうです。

香美市で言えば、人口4,911人の旧香北町の人

口と近く、香北町の34集落に子育て世帯を何組

呼べばよいか。今ある大宮小学校と香北中学校

で、 1学年20人を維持できるのか。こういった

考え方で、移住者の目標を立てることは可能で

はないかと思うところです。

高知県では、移住者の目標数値を平成27年度

に500組としておりますが、ゼロ歳から14歳まで

の年少人口と、小学校区ごとの集落の人口を意

識しながら、例えば、市町村ごとの移住者数の

目標がつくれないか、産業振興推進部長にお聞

きをいたします。

また、次に、集落という単位で見た地域活性

化についてお聞きをいたします。

年々高齢化が進む中山間地域の集落を活性化

するためには、地域外の人々との交流を進める

平成25年10月2日

ことが大切だと考えますが、市町村内での交流

には限界があり、この動きを県が広域的に広げ

ていくことが必要と考えますし、将来的には、

移住の促進や災害時の応援の取り組みにつなが

ることも期待できます。

そこで、県では、本年度から結プロジェクト

推進事業により民間との協働による地域の活性

化に向けた仕組みづくりに取り組んでいますが、

現時点での実施状況、また、今後の方向性につ

いて、中山間対策・運輸担当理事にお聞きいた

します。

次に、集落を文化的価値から見ていくという

趣旨で質問を続けます。

以下、私の言葉での定義ですが、先ほどの集

落が集まったまとまりとして、地域という言葉

を使います。ちなみに、この地域は、明治初期

の村とイコールになることが多いようです。

高知県は、中山間地域対策課が中心となり、

地域の課題やニーズに応じて、生活、福祉、産

業、防災といったさまざまな活動に総合的に取

り組む集落活動センターの取り組みを支援して

おります。私は、この集落活動センターの立ち

上がりが早かったのは、旧小学校を拠点とした

集落であるように感じます。

その理由を考えたときに、 1つは、地域の複

数ある集落の中でも拠点としてそもそも人口が

多く、人材がいたこと。そして、もう一つは、

目には見えない文化的な力ではないかと思いま

す。集落の文化的な力というのは、私自身、感

覚的なことでしか表現できないのですが、そこ

に住む人が、集落の歴史を学び、先人を誇りに

思い、集落を担う人材が自然と育まれ、歴史的

にも古くから人が住んでいる地域だと考えてい

ます。

高知県は、平成23年度の集落調査など、県内

の集落を現在2,537カ所として施策を立案してい

るところですが、その中でも文化的側面から集
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落の評価を行って、中核集落をっくり、その土

地に住む住民への移住政策への意識向上、また、

移住者への魅力発信などの取り組みができない

かと思います。

集落に序列をつけるようで気が引ける面もあ

るのですが、例えば、文化的な価値の高い歴史

や建造物がある集落などをピックアップして、

集落の活性化につながる施策がつくれないかと

思います。

実際に、集落を文化的価値で見直すという取

り組みは、土佐山内家宝物資料館がことし 3月

に、「地域記録集土佐の村々」としづ冊子を発

刊し、スタートさせました。ちなみに、取り上

げた集落は、大豊町立）11集落で、番所があり、

交通の要衝という歴史があり、かつて小中学校

があった集落です。この記録集が契機となって、

地域を担う人材がUターンしてきたり、大学な

どがフィールドとして調査に入ったり、地域を

担う移住者が移住してくるようなことが起こる

かもしれません。

県内市町村では、市町村史をつくる取り組み

が、市町村合併が一段落した今、活発化してお

りますが、集落の歴史や文化、そして過去の地

域づくりの取り組み事例や大学の研究成果など

も合わせて一元化して管理できる仕組みがあれ

ば、新たに地域を担う若者や大学の研究者、学

生、また、県の地域支援企画員にとっても非常

に有益な情報源になると思います。

そこで、県内2,537集落から文化的な歴史のあ

る集落を選定し、歴史民俗資料館や山内資料館

がこれまで調査し、文書化したもの、また、例

えば、県内外大学生などの調査報告書や新聞記

事などを市町村が中心となって一元的に管理し、

ホームページなどで情報提供できるように、県

として何らかの支援ができないか。また、移住

対策としては、県外移住者に、この土地の文化

を担う人材として移住しませんかとアピールす

るような仕組みがつくれないか、文化生活部長

にお聞きをいたします。

次に、「高知家」の家ということで質問をさせ

ていただきます。

「高知県は、ひとつの大家族やき。高知家」と

いうキャッチフレーズ戸から私が連想したことは、

高知家的な家のっくりはどういったものだろう

かということでした。

少しだけ現代の住宅と、いわゆる古民家と言

われる伝統建築の住宅の違いについてお話しし

ます。現代の住宅は、アルミサッシや断熱材な

どで気密性を高め、外気と内部を遮断して、エ

アコンなどの空調を用いて年間の温度差を少な

くし、快適に過ごせるように工夫がされていま

す。

一方で、古民家は、高温多湿の日本の気候風

土に合わせ、床下の通風、長いひさしを持つ屋

根、ふすまや障子などの開放性の高い間取りで、

夏を快適に過ごすことを重視した考え方となっ

ています。しかし、エアコンなど電化製品のな

い時代のすぐれた工夫ではありますが、冬は寒

く、夏の日差しを防ぐ長いひさしにより、室内

は暗いことによって、古民家は敬遠され、どん

どん取り壊されている現状があります。

しかし、私が考える、人と人とのつながりを

大事にする高知家的な発想で言えば、古民家か

らは学ぶべきことが多く、その象徴として、例

えば、古民家には縁側と客聞というものがあり

ます。縁側は、庭などの外部から気軽に家に上

がれるっくりとなっております。今でも、高知

の中山間の家々には、この縁側があって、近所

の方などが気軽に縁側に座って、世間話をしな

がらお茶を飲む風景があります。また、高知の

酒文化の象徴であるおきやくと言われる宴席も、

床の間のある客間で行われています。

現在の住宅では、お客さんを招き入れる客聞

は絶滅する傾向にあり、今どき個人の住宅でお
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きゃくをするのはまれですし、法事などでも料

理屋さんなどを使うことが多いように感じます。

家の間取りも、プライパシ一重視の鍵がかか

る個人の部屋、テレピを中心とした家族が向か

い合わないリビング、もしかしたら玄関から自

分の部屋へと会話がなくても過ごせてしまう個

人の自由を大切にする住宅です。

一方で、古民家は、先ほども述べましたが、

縁側や土聞の勝手口など、御近所が気軽に訪ね

られるゆえの構造、プライパシーの配慮は難し

いが用途に応じて限られた空間を有効活用でき

るふすまや障子、そして何より、いろりなど家

族が向かい合う食卓、御近所も含めた大家族の

住宅です。

江戸時代の暮らしに戻れとは言いませんが、

昔の日本人、もしくは土佐の伝統的な生活を見

直すことで、今の我々の生活に生かしていくと

いう視点を持つ時期に来たので、はと思うところ

です。

また、高知の伝統文化の維持、継承のために

は、地域外の方々の発想も生かしながら、地域

観光の休憩所としての利用方法を考えたり、古

民家を今風に改修した移住者の事例をホーム

ページで紹介して、移住促進の取り組みにつな

げたり、また、古民家の小さな改修コンテスト

など、古民家の維持につながる活用方法を生み

出せないかと思うところです。

そこで、魅力ある土佐の風景と、土佐文化の

継承のためには、古民家の保存も重要な視点で

はなし、かと思いますが、古民家などの保存のた

めの施策として文化庁が登録している登録有形

文化財の建造物について、その県内での登録状

況と活用状況について教育長にお聞きをいたし

ます。

次に、永国寺キャンパスについてお聞きをい

たします。

私は、この永国寺キャンパス整備に対しまし
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て非常に思い入れを持っておりまして、これま

で本会議で2回、予算委員会で 1固と、毎回毎

回、質問をさせていただいております。なぜこ

んなにこだわるかと言えば、永田寺キャンパス

こそが尾崎県政の政策を加速させるエンジンと、

未来の高知県を生み出す希望であると考えてい

るからです。

この場でも何回か言っておりますが、改めて

尾崎県政の 3つのすぐれた点を挙げたいと思い

ます。 1点目は、産業振興に対して重点分野を

絞ったこと。 2点目は、産業間の連携に意欲的

に取り組んだこと。 3点目は、多くの県民に参

加を促したことです。

高知県にこれまであったプロジェクトがうま

くし、かなかった事例を私なりに考えたときに、

土佐のいご、っそうという言葉がありますが、み

んな、おらがおらがで自分の意見を主張して、

他の意見に耳を貸さず、結果として横の連携と

情報共有が進まずに当事者以外は無関心という

ことで、すぐに壁にぶち当たったからだと私は

分析をしております。

尾崎県政においては、産業振興計画フォロー

アップ委員会などを通じていろいろな産業の意

見を粘り強く聞いて、合意と連携を進め、県民

に広く広報すると同時にプレーヤーとなって参

画してもらうべく、いろいろな補助制度をっく

りました。

このことによって、産と官と民が協力して高

知県の産業を活性化させるということに取り組

む土台ができてきたと感じております。そして、

この産業振興計画を次のステージにパージョン

アップさせるには、人材育成、知財の技術移転、

集落再生の 3つを担う学の力が何としても必要

です。

さて、これまでの御答弁で永国寺キャンパス

は、社会貢献する知の拠点として、大学問連携

のもと、産学官連携や地域連携のためのセンター
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を設置し、県の研究機関や産業振興センターと

も連携しながら、県内企業との情報交換や交流、

技術開発、共同研究や受託研究の推進、あわせ

て地域再生や地域づくりに関する研究、情報交

流などの地域連携の取り組みを行うということ

でした。

知事からは、高知大学、県立大学、工科大学

それぞれの大学についての期待を御答弁いただ

いておりましたので、当然この 3大学が密に連

携をとりながら、永国寺キャンパス整備が進む

ものと認識しておりました。

こうした中、平成25年 6月高知県議会定例会

の危機管理文化厚生委員会で、永田寺キャンパ

スの建物配置図が配付されましたが、大学関連

携のもと、産学官連携や地域連携のためのセン

ターとして非常に期待される南舎部分は、 1階

地域開放教室、 2階講義室、 3階県大地域教育

研究センター、 4階工科大地域連携機構とあり

ます。

現時点では、各大学と協議中とは思いますが、

まず第 1に、県の研究機関や産業振興センタ一

等も含めて、ワンストップ窓口となる機能はど

こに入るのか。第2に、高知大学を含めた各大

学がどう連携するかなど、今後の課題があると

思います。

知事は、 2期目の公約として、共通の窓口を

つくるということに並々ならぬ御決意を持たれ

ていたように記憶をしておりますし、副知事か

らも、産学官民各部門がいかに緊密に連携をし

ていって、県民の皆様方、各企業の皆様方の要

望に応えていくための体制が必要、また、県民

の皆様方、各民間企業の皆様方が御相談に来ら

れる開放的で環境にも配慮した施設にしたいと

御答弁されています。

ぜひ知事には、 3大学の横の連携と情報共有

を進め、永国寺キャンパスを、県勢をさらに発

展させる連携と県民参加を促す知の拠点として

いただきたいと考えますが、改めて、知の拠点

に対する知事の御決意をお伺いいたします。

次に、永田寺キャンパスの地域連携センター

機能とも深くかかわりがあると考える、高知大

学の地域協働学部についてお聞きをいたします。

高知大学は、文部科学省の平成25年度「地（知）

の拠点整備事業Jの採択が決まり、地域を志向

した教育、研究、社会貢献を進める大学として、

国からもお墨つきを得ました。また、大学内部

の大変な議論を経て、学部の再編と地域協働学

部の設置を決定し、大学派遣地域コーディネー

ターを高知県内 7カ所に配置して、中山間対策

や企業との共同研究など、大学の地域貢献を一

層強める準備を進めています。

この学部再編と新学部の設置は、高知県の産

業振興計画を意識してつくられた構想、であり、

県の人口減少による地域経済の縮みに対する危

機感と同じように、高校生の減少による全国の

大学再編への危機感を背景にして、高知大学は

高知県とー蓮託生であるという強い決意を感じ

ます。

高知県の産業振興を進める上で、高知大学の

地域協働学部に期待することと、高知県として、

地域に派遣される高知大学派遣地域コーディ

ネーターへの協力体制について知事にお聞きを

いたします。

次に、ワンストップ窓口についてお聞きをい

たします。

永国寺キャンパスのワンストップ窓口という

のは、県民が産業振興計画にこれまで以上にか

かわるために不可欠なものであると思っており

ます。その理由は、永国寺キャンパスの稼働に

よって、これまでのビジネス支援とは違った層

を県民運動に加えることができるからです。

その層とは、代々家族経営で、事業をやってい

る企業群や、法人になっていない個人事業主、

そして、地域活性化グツレープやNp Oをイメー
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ジしておりまして、これまで大学との連携とは

縁の薄かったグループ。で、す。

特に、地域活性化グループ。は、集落の人口維

持を支援するビジネスが多く、以下、集落ビジ

ネスと名づけたいと思いますが、非常に大切な

主体ですので、具体例で説明いたします。

例えば、香美市、香南市にまたがる土佐塩の

道保存会という組織があります。土佐塩の道保

存会は、ユズマーマレードの商品開発や、トレ

イルランニングというような観光イベントも生

み出しており、利益を追求する企業ではありま

せんが、地域になくてはならない集落ビジネス

となっています。また、今、注目されつつある

社会の課題解決を目指すソーシャルビジネスで

もあります。

土佐塩の道保存会は、産業振興計画の地域ア

クションプランに位置づけられ、支援がスター

トしておりますが、私の希望では、かかわる集

落の人の所得として、月 3万円程度の利益が上

がるビジネスになるまでの支援が必要だと思っ

ております。

特に、速効性があって効果的なワンストップ

支援としては、補助金の申請サポートがありま

す。現在の中心的な補助金は、産業振興推進部

関連が多いのですが、そのほか、商工労働部や

観光振興部など県庁各部局に加え、総務省の過

疎地域等自立活性化推進交付金や、地域力創造

のための起業者定住促進モデ、ル事業など、集落

ビジネスで活用できる補助金は、固と県にたく

さんあります。しかし、行政の縦割りの中で、

どんな補助金があるのか、どの補助金に申請で

きるのか、一般の方には全くわかりません。

そこで、県は、商品開発や旅行プランなどの

地域を活性化させるビジネスプランにおいて、

集落ビジネスというカテゴリーを新たにつくる

お考えはないか、産業振興推進部長にお聞きを

いたします。

／一、
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また、永田寺キャンパスのワンストップ窓口

に、集落活動センターなどの地域活性化の取り

組みに対して、大学の知見や学生の活力を生か

したサポート機能を持たせるお考えはないか、

文化生活部長にお聞きをいたします。

次に、産業振興計画にかかわるパンフレット

についてお聞きをいたします。

産業振興計画のパンフレットは、いろいろな

会議の中で配布されたりと、県民の目に触れる

ことが多くなりました。一方で、内容が充実す

ることに比例して分厚くなり、読む人にとって

は、欲しい情報がかえってわかりにくくなって

いるような気がします。

特に取り上げたいものとして、産業振興計画

の成果をわかりやすく紹介した「民間事業者の

取組事例紹介」というパンフレットがあります。

このパンフレットについて、私は、先ほども挙

げた代々家族経営で事業をやっている企業や、

法人になっていない個人事業主、また、地域に

根差した商工会や商工会議所会員企業などを対

象にして、新たな商品開発や販路拡大、設備投

資補助金などに特化した内容にパージョンアッ

プすれば、より効果が上がるのではと考えます。

一方で、起業や創業支援などは、新たなパン

フレットとして切り分け、先ほど御提案した集

落ビジネスを念頭に置きながら、地域活性化グ

ノレーブりやNp O、そして商工会などの組織には

加入しておらず情報を届けにくい個人事業主な

どを対象にすべきと考えます。

この起業や創業支援に特化したパンフレット

の内容は、補助金で言えば100万円以下のものに

絞って、県の産業人材育成施策である土佐まる

ごとビジネスアカデミーへの参加を促し、土佐

の産業おこし参加プランなどへの応募を出口に

するなど、実際に手にとった人が次の行動に移

すイメージを明確にできる内容にすべきです。

さらに、土佐の産業おこし参加プランに応募
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した事業者の支援は、土佐まるごと社中という

高知県の異業種交流会の力もかりて、永国寺

キャンパスでの公開ビジネスプラン検討会を開

催し、発案者にプレゼンをしてもらって、アド

バイザーや傍聴者からの質問をもとにプランを

練り上げていくプロセスによって新たな支援企

業、新たな販路を見つけることによって利益の

出る事業に育てていく仕組みもつくれなし1かと

思うところです。

そこで、産業振興計画にかかわる支援策を効

果的にするため、「民間事業者の取組事例紹介」

パンフレットの内容を地域に根差して長年事業

をされている事業者向けに特化すると同時に、

集落ビジネスを念頭に、土佐の産業おこし参加

プランを出口とした、起業と創業支援のための

パンフレットを新たにつくるお考えはないか、

産業振興推進部長にお聞きをいたします。

高知県は、ことし 6月に高知県南海トラフ地

震対策行動計画を策定して、南海地震対策を着

実に実行しております。

その中で、最大クラスの地震と、発生頻度の

高い地震の 2つのパターンについて、人的・物

的被害の想定をしております。本日は、避難者

数に着目をしてお聞きいたします。

高知県南海トラフ地震対策行動計画において

は、避難者数を 1日後、 1週間後、 1カ月後に

避難所と避難所外にどれくらい避難するか想定

し、最大クラスの地震で、避難所への避難者数

を1日後は28万人、 1週間後は24万3,000人。最

大クラスよりは小さく、頻度が高い地震での避

つきましては、その基礎資料となる各市町村

の集落ごと、もしくは小学校校区ごとの詳細な

避難者数等のデータについて、市町村に示すお

考えはないか、危機管理部長にお聞きをいたし

ます。

最後に、現在開発中の総合防災情報システム

についてお聞きをいたします。

高知県は、現在、インターネットの技術を使っ

てパソコンや携帯端末の画面で高知県の地図を

表示させ、その地図から被害状況の把握や、避

難所の避難者数がわかる総合防災情報システム

を開発しています。このシステムが稼働した際

には、高知県全域でインターネットを活用しな

がらの図上訓練が可能になり、南海地震への備

えとして大きな力を発揮することと思います。

この訓練は、まず、各市町村が避難所の現在

の収容人数、要救護者の有無を端末から入力す

るフェーズ。次に、一元管理された情報をもと

にして、要救護者や食料、医薬品の搬送につい

てのシミュレーションが災害対策本部において

行われることと思います。実施に当たって、平

常時には、システムを活用した市町村職員に入

力作業の研修を行う必要があります。

そこで、総合防災情報システムに精通し、市

町村との防災訓練を行う際の担当者として、日

ごろから南海地震対策に対する専任の職員を災

害対策支部となる出先の土木事務所に置く必要

があると思うがどうか、危機管理部長にお聞き

いたしまして、私の第 1聞といたします。

（総務部長小谷敦君登壇）

難者数を 1日後は12万人、 1週間後でも 9万人 IO総務部長（小谷敦君） 依光議員の御質問にお

と見積もっております。

まず最初に、県は、市町村ごとの避難所の数

の過不足を調べて、広域での相互支援体制を検

討することになっておりますが、市町村におい

ては、お住まいのできるだけ近くに避難所を確

保するための検討も必要と思います。
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答えをいたします。

集落の区分による人口調査結果を、政策の基

礎データとして県民と共有していくことについ

てのお尋ねがございました。

集落に関するものを含め、各種政策の基礎デー

タとなる統計データを共有していくことは、さ
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まざまな政策の立案、検証をしていく上で大変

重要だと考えております。

このため、平成23年度に統計課のホームペー

ジをリニューアルし、各種統計の分野別検索機

能を設けており、統計課が行う統計調査に加え

て、国や県庁各課の統計データにリンク設定を

することで、必要なデータに円滑にたどり着け

るよう、利用者の皆様の利便性の向上に努めて

いるところでございます。

御指摘の集落の人口調査については、全庁的

に中山間対策等を検討する上での重要な基礎

データであることから、全庁で、また、広く県

民の皆様と共有することが適当であると考えら

れますので、データを保有している担当部局の

ホームページに早速リンク設定をして、県民の

皆様がアクセスしやすいようにさせていただき

たいと思います。今後とも、各部局と連携し、

データの充実を図ってまいります。

（産業振興推進部長中津一異君登壇）

0産業振興推進部長（中津一員君） まず、市町

村ごとに移住者数の目標が設定できないかとの

お尋ねがありました。

お話にありましたように、移住を推進するに

当たりまして、目標数値を掲げて取り組みます

ことは、具体的な施策の内容や、その投入量を

検討し、また、これらの効果をはかる上におい

ても大変有効だというふうに考えております。

そのため、県では、県人口全体の社会増減の

状況や地域経済に与える影響、産業振興計画を

推進することにより創出される雇用の場の数な

どを考慮しまして、平成27年度の移住者数を年

間500組とする目標を設定し、これを達成するた

め、高知を知って、好きになっていただく段階

から、定住に至るまでのステップを 5段階に分

けて、段階ごとに施策を講じ、全体の移住促進

策を組み立てております。

県内の市町村では、大川村が将来に向けて現
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在の人口を維持するために振興計画を策定され、

その方策のーっとして、 U • Iターン者数の具

体的な目標を掲げて移住、定住に取り組まれて

います。また、四万十町でも、総合振興計画の

中で、都市住民との交流促進を目的に、移住者

を受け入れる空き家への入居者数を目標に掲げ

て取り組みをされています。

こうした大川村や四万十町の事例のように、

市町村が目指す将来の姿や、その際に移住をど

のように位置づけるかということは、それぞれ

の市町村が主体的にお決めになるものと考えて

おります。したがいまして、市町村ごとの移住

者数の目標を県が定めることは、今のところ考

えておりませんが、県全体として掲げる移住者

数の目標を達成することや、「移住者と一緒に創

る元気な地域」という目指す将来像を実現する

ためには、市町村と連携・協調して取り組むこ

とが何より重要です。

そのため、市町村との情報の共有はもとより、

相談体制の充実や、お試し滞在施設の整備に対

する支援を行いますなど、今後とも、市町村と

しっかり連携をして移住促進の取り組みを進め

てまいりますので、その過程で、お話のありま

した年齢別の人口や小学校区の人口を意識した

神山町の事例なども御紹介をしながら、市町村

ごとに具体的な目標が共有できますよう働きか

けをしていきたいと考えております。

次に、地域を活性化させるビジネスプランに

おいて、集落ビジネスというカテゴリーを新た

につくる考えはなし、かとのお尋ねがありました。

人口減少や高齢化が進む中山間地域などの集

落においては、産業振興の観点のみならず、集

落の維持、活性化の観点からも、加工品づくり

や体験観光のメニューづくりなどの取り組みを

進めることが重要だと考えております。

このため、地域アクションプランにより、お

話にもありました商品開発や旅行プランなど、
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地域を活性化させる取り組みを、それぞれの段

階や課題に応じて、きめ細かな支援を行ってい

るところです。

また、集落活動の拠点となります集落活動セ

ンターにおきましては、その活動を継続してい

くためにも経済活動が重要となりますことから、

地域の実情に応じて、特産品づくりや販路拡大

などの取り組みを積極的に支援しております。

加えて、本年度からは中山間対策の新たな重

点テーマの一つに、小さなビジネスを位置づけ

まして、地域の生産者グループなどによる加工

品づくりなどの小規模なビジネスも積極的に支

援をしているところです。

これらの取り組みは、明確なカテゴリ一分け

はしていないものの、まさに議員御提案の集落

ビジネスの取り組みであるというふうに考えて

おりまして、市町村との連携のもとで、地域支

援企画員や産業振興推進地域本部におけるサ

ポートを通して、その活動が活発になるととも

に、地域地域に新たな活動が生まれてくること

も意識して進めているものでございます。

今後とも、地域支援企画員の日々の活動や、

地域のワンスト ップ窓口であります産業振興推

進地域本部などを通じまして、住民の皆様や市

町村の方々と集落の現状や課題を共有し、お話

の集落ビジネスの担い手の皆様の思いや願いを

形にできますよう、 一緒に汗をかいてまいりま

す。

次に、起業と創業支援のためのパンフレット

を新たに作成する考えはないかとのお尋ねでご

ざいます。

産業振興計画の取り組みに多くの皆様に御参

画をいただき、さらに大きく、さらに広がりの

あるものにしていくため、経済活動の主役であ

ります事業者の皆様方に県の支援策を積極的に

活用していただきたいという思し、から、県の支

わせて紹介するパンフレットを昨年度から作成

をしております。

御提案のありました、現在のパンフレットを

商工会や商工会議所に加入する事業者向けに特

化したものにすることや、起業と創業支援のた

めのパンフレットを新たにつくることにつきま

しては、ターゲットごとにそれぞれ必要と思わ

れる情報だけを届けることでわかりやすいもの

になるといったメリットが考えられます。

一方で、それぞれの事業者の中には、全ての

支援策が活用できる方もいらっしゃいますので、

施策全体を網羅した上で、目的や対象をわかり

やすくお示しするほうが実用的なのではなし、か

とも思っております。

平成25年度のパンフレットでは、事業者や地

域のグループの皆様のやりたいことに応じた支

援策が探しやすいような構成といたしておりま

すが、お話にありました集落ビジネスに当たる

ケースで活用できると考えられる中山間対策や

地域づくり分野の施策や、その活用事例は、現

在、集落活動センター支援ノ、ンドブックという

ものに整理をいたしておりますので、こうした

分野を含めまして、県民の皆様から見て使い勝

手のよいものになるよう、検討をしてみたいと

思います。

なお、現行のパンフレットの裏表紙にも、地

域の産業に関することなら、まずは地域のワン

ストップ窓口である産業振興推進地域本部に御

相談をいただきますよう PRをさせていただい

ておりますように、活用できる支援策がわから

ないといったような方は、ぜひとも御相談をい

ただきたいと思いますし、その際には、次の行

動に移っていただくためのサポートを全力でさ

せていただきたいというふうに考えております。

（中山間対策・運輸担当理事金谷正文君登

壇）

援策と、これらを活用した取り組みの事例をあ IO中山間対策・運輸担当理事（金谷正文君） 結
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プロジェクト推進事業の実施状況と今後の方向

性についてのお尋ねがございました。

この事業は、地域活動の維持が困難となった

中山間地域の集落と、都市部の企業や大学など

との交流活動を通じて、相互のきずなと親交を

深めることで協働の仕組みゃ地域づくり、集落

の維持再生につなげていこうとする取り組みで

ございます。

交流を希望する中山間地域の集落のニーズを

取りまとめまして、都市部の民間団体などとの

橋渡しを県が行うものでございます。本年度は、

13市町村の19の地域で交流活動を実施していた

だくこととなっております。

地域からは、大学生を希望する声が多かった

こともございまして、今年度の取り組みは大学

関係が中心となっており、日常生活における課

題の聞き取りと解決策の提案といった取り組み

や、地域イベント、集落内の道路の草刈り作業

を通じた交流などが行われております。また、

事例のほうは少のうございますが、民間企業に

よる地域資源の磨き上げの取り組みや、地域の

祭りの維持に向けた支援などの活動も出てきて

おります。

こうした取り組みを通じまして、都市部の方々

に広く中山間地域に関心を持っていただけるよ

うに努めてまいりますとともに、交流をきっか

けといたしまして、相互のきずなが深まり、活

動がそれぞれの地域に根づいていくように、県

といたしましでも、しっかりとサポートしてま

いりたいと考えております。

（文化生活部長岡崎順子君登壇）

0文化生活部長（岡崎順子君） 集落の歴史など

の情報を市町村が中心となって一元的に管理し、

ホームページで情報提供できるように県として

支援ができないか、また、歴史や文化を移住促

進に活用する仕組みがつくれなし、かとのお尋ね

がございました。
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集落の歴史や文化を記録し、その情報を広く

県内外に発信していくことは、地域の魅力を伝

え、地域への理解を広げていく上で重要である

と認識しております。こうした情報の多くは、

集落に最も身近な市町村において、例えば、市

町村史の編さんといった形で整理がなされてお

りますことから、県におきましては、歴史民俗

資料館などを通じて市町村の情報を補うような

資料の提供や専門的な助言を行ってまいりたい

と考えております。

また、現在、整備を進めております新資料館

の’情報発信機能のーっとして、これらの情報に

ついて、ホームページなどを活用し、県内外へ

広く発信していきたいと考えております。その

際には、市町村との連携を深めながら、より効

果的な情報提供の仕組みとなるよう研究してま

いります。

また、移住促進につきましては、これまでも

龍馬やよさこい祭り、土佐和紙工芸など、歴史

や文化に関する情報を契機に高知県内に移住し、

地域の文化の担い手になっていただいている事

例もございます。

今後は、こうした事例を広くホームページ等

で紹介することや、新しくスタートした幸せ移

住パッケージシステムの文化情報をさらに充実

させることによりまして、移住促進に生かして

いくとともに、地域の文化の担い手になってい

ただける方にアピールしてまいります。

次に、永国寺キャンパスのワンストップ窓口

に、地域活性化の取り組みに対して大学の知見

や学生の活力を生かしたサポート機能を持たせ

る考えはないかとのお尋ねがございました。

地域の課題解決に向けて地域の方々が主体と

なって行われているさまざまな取り組みに、大

学の知見や学生の柔軟な発想と行動力を導入し

ますことは、課題解決の方向性を見出し、地域

の方々の取り組む意欲を引き出すといった効果
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が期待できますし、そのことが、大学の教育や

研究活動の充実にもつながるものと考えており

ます。

これまで、大学など県内の高等教育機関にお

きましては、それぞれの専門分野を生かした地

域への貢献活動としまして、例えば、スポーツ

や地域の食材による健康増進の研究や、地域特

有の文化の調査、地域の資源を生かした特産品

づくりや各種公開講座などが行われております。

また、県立大学では、先日公表しました地域の

ニーズ調査等をもとに活動を拡大していくなど、

それぞれの機関が、今後もさらに地域貢献活動

に力を入れていくと聞いております。

現在、設置に向けて取り組んでおりますワン

ストップ窓口では、議員のお話にもありました、

今まで大学とは縁が薄かったと思われる地域の

企業や個人事業主の方々はもちろん、広く県民

の皆様が大学の専門的な知識や研究成果を知

り、活用する機会を提供してまいりたいと考え

ております。これに加えまして、大学の教育・

研究活動と地域の課題解決のニーズとのマッチ

ングをサポートする機能を持たせることにより

まして、地域の活性化を支援していければと考

えております。

（教育長中津卓史君登壇）

0教育長（中津車史君） 登録有形文化財の建造

物について、県内での登録状況と活用状況につ

いてお尋ねがございました。

高知県の登録有形文化財の建造物につきまし

ては、民家や寺社、店舗、橋など、 50年を経過

し、時代の特色をよくあらわした文化財的価値

のある建造物が、現在94カ所で273棟登録され、

所有者によって、それぞれ保存管理されており

ます。

なお、この273棟という数は、全国で言います

と、都道府県別で11番目の数になります。

これらの建造物は、民家や寺社などとして利

用されているほか、ひな祭りの会場や地域の古

い町並みを形成する歴史的建造物として、観光

にも活用されているものもございます。

登録されますと、固定資産税の軽減など税の

優遇措置が適用されるほか、地域での歴史的建

造物としての評価が高まることが期待されます

ので、今後も、市町村とも連携をしながら登録

を進めることにより、多くの建造物が保存され、

まちづくりや観光などに活用されるように努め

てまいります。

（知事尾崎正直君登壇）

O知事（尾崎正直君） 永田寺キャンパスを、県

174-

勢をさらに発展させる連携と県民参加を促す知

の拠点とする決意についてお尋ねがありました。

木県が、人口減少などに起因する構造的な課

題に真正面から立ち向かい、県勢浮揚に向けて

産業振興計画や日本一の健康長寿県づくり、中

山間対策などの重要政策をさらに高いレベルを

目指して推し進めてまいりますためには、高知

大学、高知県立大学、高知工科大学という県内

3つの大学を初めとする高等教育機関の知の集

積を活用していくことが極めて重要であります。

そのためには、 3大学を初めとする高等教育

機関や経済団体、行政などの関係機関が目標を

共有し、横の連携を強め、情報共有を行いなが

ら、各専門領域を生かした産学官連携や地域と

の連携をともに進めていくことが大切でありま

す。

産業振興計画では、地域の方々や企業、団体、

行政など、まさに官民一丸となって総合力を発

揮できるよう進めてまいりました。そうした中、

土佐まるごとビジネスアカデミーや産学官連携

会議など、産学官連携による社会人教育や研究

開発支援などの仕組みが動き出したところでご

ざいます。

お尋ねの永国寺キャンパスは、社会に貢献す

る知の拠点として、高知県立大学の文化学部の
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拡充と、高知工科大学の社会科学系学部の開設

など、大学教育や研究活動の充実を図ることに

加えまして、社会人教育や民間との共同研究の

活発化など、産学官連携や地域との連携の仕組

みを具体的に動かしていく重要な拠点となるこ

とが期待をされます。

これまでも、高知県立大学の地域教育研究セ

ンターや健康長寿センター、高知工科大学の地

域連携機構、高知大学の国際・地域連携センター

では、積極的に社会貢献活動に取り組んできて

おります。これら各大学での取り組みに加えま

して、産学官連携や地域との連携を推進してい

くエンジンとなり、かつ、県民参加を促すワン

ストップ窓口となるセンター機能を持った組織

を設置する必要があると考えております。

今後とも、 3大学を含む関係機関との協議を

重ね、横の連携を図りながら、全国に誇れるよ

うな本県らしい産学官連携の仕組みの構築を、

大学の整備と両輪で進め、県勢浮揚に向けた知

の拠点となるよう目指してまいりたいと考えて

おります。

本県の産業振興を進める上で、高知大学の地

域協働学部に期待することと、地域に派遣され

る高知大学派遣地域コーディネーターへの協力

体制についてお尋ねがありました。
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ります。これらの取り組みにつきましては、私

も大いに賛同いたしておりまして、文部科学大

臣に直接お会いして、その旨お話しさせていた

だいたところでもあります。

県としましては、この高知大学の地域協働学

部の設置によりまして、地域に若者の活力が入

札学生ならではの視点から、課題の発見と解

決策の検討がなされることで、地域の産業振興

の取り組みの活性化が促されることはもとより、

地域協働学部の学生が卒業後も地域に残り、地

域協働リーダーとして活躍されていくことも期

待をいたしております。

また、高知大学から各地域に駐在派遣される

コーディネーターにつきましては、県の地域産

業振興監が駐在する庁舎のスペースを一部提供

し、各ブロックの地域産業振興監との情報共有

や連携を図ることとしておりまして、コーディ

ネーターの方々が取り組む地域の課題収集と課

題解決に向けた活動が円滑になされるよう協力

させていただくこととしております。

こうした協力体制のもと、県と大学が連携し

て、地域地域の産業振興をより多角的な視点か

ら支援することで、地域産業振興の一層の加速

化を図ることができるのではないかと考えてお

るところであります。

私からは以上でございます。

（危機管理部長高松清之君登壇）

高知大学では、地域志向に特化し、地域協働

リーダーの育成を通じて地域の活性化や再生に

貢献する地域協働学部の新設を柱とした全学改

組による教育改革と大学ガバナンス改革を行い、

地域の知の拠点としての機能を強化する、地域

再生の核となる大学づくりに取り組んでいると

お聞きをしております。

O危機管理部長（高松清之君） 南海トラフ地震

また、この改革の一環として、県内各地域に

コーディネーターを駐在派遣し、地域の課題や

ニーズの収集を行い、大学の教育・研究シーズ

とマッチングすることによって課題解決を図ろ

うとする取り組みを進めていくことになってお
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対策に関して、まず、避難者対策を検討するた

めに、詳細な避難者数などのデータを市町村に

示す考えはないかとのお尋ねがございました。

最大クラスの地震・津波が発生した場合、県

全体では約12万人分の避難所が不足することが

明らかとなっております。

県といたしましては、こうした状態を解消す

るため、例えば、避難所となっている学校では、

体育館だけではなく教室の利用を検討していた
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だくこと、あるいは避難所として使える地域の

集会所の耐震化を進めることなど、収容人数を

ふやす対策の促進を市町村に要請してきておる

ところであります。

こうした中で、それぞれの市町村において、

集落、もしくは小学校区単位といった住民の方々

の住まいのできるだけ近くに避難所が確保でき

るよう、きめ細やかな検討を行うことは意義の

あることだと思います。

このため、県といたしましては、市町村がそ

うした検討を行う際には、お尋ねのありました

集落単位、あるいは小学校区単位で、避難者数

を推計するために必要となる250メーターメッ

シュごとに居住者数や建物の全壊数、半壊棟数

といったものを割り振ったデータと、これらを

用いた計算方法を提供するなどの協力をしてま

いりたいと考えております。

次に、総合防災情報システムに関して、災害

対策支部への地震対策を担当する専任職員の配

置についてのお尋ねがございました。

新しい総合防災情報システムは、これまで専

用の端末でしか利用できなかった従来のものと

違って、インターネットを経由してどのような

端末からでも利用できるようになってまいりま

す。

これにより、例えば、消防防災ヘリが撮影し

た映像や、災害の現場から携帯電話などで入力

した被害情報を、県や市町村、消防などの応急

救助機関がリアノレタイムに共有をし、災害対応

に関する迅速な意思決定につなげることができ

ると考えております。

また、新しいシステムでは、道路の寸断や市

街地の浸水、あるいは火災の発生といったさま

ざまな被害状況を端末の画面上の地図に表示を

し、一覧することも可能となるなど、システム

の機能は大きく向上してまいります。

お話のありました専任職員につきましては、

こうした機能の高くなる新しいシステムの機能

を十分に使いこなしながら、南海トラフ地震に

向けた防災訓練を企画し、また、市町村や応急

救助機関との連携をコーディネートし、そして

実施をしていくという重要な役割を果たす存在

だと思いますので、今後、災害対策支部の体制

強化、あるいは、現在整備を進めております総

合防災拠点の運営などを担う職員の配置、こう

いったことなどとあわせて検討してまいりたい

というふうに考えております。

09番（依光晃一郎君） それぞれ前向きな御答

弁をいただ、きましたので、 2つ要請させていた

だいて終わりたいと思います。

まず、第 1点は、永国寺キャンパスです。

いろいろな大変なことがあるんだと思います

けれども、しっかりやれば、 10年後、 20年後に

必ず成果が出ると思っておりますので、知事、

副知事のリーダーシップによって、いいものに

仕上げていただきたいと思います。

それともう 1点が、「高知家」のコンセプトに

ついてです。

質問の冒頭にもお話をさせていただ、きました

が、「高知家j というメッセージに対して、多く

の人が一肌脱いでやろうというような気持ちに

なっておりまして、私の知る範囲でも、高知県

産品の販売促進のために、あのバイヤーにつな

いであげようというようなこと、きっと売り上

げが上がるから、手弁当で売り込んであげた、

そんな話も聞かせていただきました。知り合い

の方が、その方はプロで、やっている方なので、

なぜ、ただ、で、手弁当で、ゃったんですかと聞いた

ら、自分も「高知家」の一員だからね。そんな

いい話を聞かせていただきましたけれども、こ

れと同じような話というのは、いろんなところ

で県内各地にあるんじゃなし、かと思います。

県庁が発したメッセージですから、このメッ

セージに対しまして、心意気を持って県庁の皆

／＼ 
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様にも応えていただきたいと思いますし、また、

この「高知家」コンセプトというものが、私の

言葉で言えば、課題解決の羅針盤というように

思っておるのですが、ぜひとも高知県の中で、

大事なキーワードとして高めていっていただき

たいと、そういうことを思います。

これで、私の一切の質問とさせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

rヘ

O議長（森田英二君） 以上をもって、本日の議

事日程は終了いたしました。

明3日の議事日程は、議案に対する質疑並び

に一般質問であります。開議時刻は午前10時、

本日はこれにて散会いたします。

午後4時5分散会

〆ーー＼
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